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2021 年 10 月 1 日 

株式移転に係る事後開示事項 

 

広島県福山市箕沖町 92 番地 

マナック株式会社 

代表取締役社長 村田 耕也 

東京都中央区日本橋三丁目 8 番 4 号 

株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ 

代表取締役社長 村田 耕也 

 

マナック株式会社（以下「マナック」といいます。）は、2021 年 6 月 24 日開催の定時株主総会にお

いてご承認いただいた株式移転計画に基づき、2021 年 10 月 1 日をもって、株式移転完全親会社

である株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ（以下「マナック・ケミカル・パートナーズ」といいま

す。）を設立する株式移転（以下「本株式移転」といいます。）を行いました。 

本株式移転に関して、会社法第 811 条第 1 項第 2 号及び第 815 条第 3 項第 3 号並びに会社法

施行規則第 210 条に基づき開示する事項は、以下のとおりです。 

 

1． 株式移転が効力を生じた日 

2021 年 10 月 1 日 

 

2． 株式移転完全子会社における会社法第 805 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過 

マナックの株主から、マナックに対する本株式移転の差止請求はありませんでした。 

 

3． 株式移転完全子会社における会社法第 806 条、第 808 条及び第 810 条の規定による手続の

経過 

マナックは、その株主に対し、会社法第 806 条第 3 項及び同条第 4 項並びに社債、株式等の

振替に関する法律第 155 条第 2 項及び第 161 条第 2 項の規定に基づき、2021 年 6 月 24

日付けで電子公告の方法により本株式移転に係る公告を行いましたが、所定の期間内にその

株式の買取りを請求した株主はおりませんでした。 

なお、マナックは新株予約権及び新株予約権付社債を発行していなかったため、会社法第

808 条及び第 810 条に基づく手続は行いませんでした。 
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4． 株式移転により株式移転完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式の数 

本株式移転により、マナック・ケミカル・パートナーズに移転したマナックの株式の数は、862 万

5000 株です。 

 

5． その他本株式移転に関する重要な事項 

(1) マナック・ケミカル・パートナーズは、本株式移転に際して、本株式移転が効力を生じた

時点の直前時におけるマナックの株主に対し、その所有するマナックの普通株式 1 株に

対してマナック・ケミカル・パートナーズの普通株式 1 株の割合をもって、割当交付しまし

た。 

(2) マナック・ケミカル・パートナーズの設立時の資本金及び準備金の額は次のとおりです。 

資本金の額： 金 300 百万円 

資本準備金の額：金 75 百万円 

利益準備金の額：金 0 円 

(3) マナック・ケミカル・パートナーズの株式は、2021 年 10 月 1 日に東京証券取引所市場第

二部に上場いたしました。なお、本株式移転に伴い、マナックの株式は、2021 年 9 月 29

日をもって、東京証券取引所市場第二部において上場廃止となりました。 

 

以上 

 


